
著作物の商標登録出願許諾申請書
Fortune プランのみ、著作物の商標登録出願許諾申請［知的財産権の所有］が可能となります。 
１：全ての作品の著作権は芸術家名：美藝（本名：山田 亜美）が所有します。 
２：著作物の商標登録出願許諾申請書提出の上、出願可となった場合には著作物の商標登録出願許可証の発行後、ご利用いただけます。 
３：商標登録完了後、必ず登録番号・登録日等の登録後情報を申し出てください。 

V.I.P会員 　会員名：

出願作品（著作物） 　作品名：

出願人/権利者

商標見本 
商品区分

商品区分 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　区分数：　　　　　　　　　　　　　

納付年分 ５年　　　　　　・　　　　　　１０年

出願予定期間 　　　　　　年　　　　月　　　　日（　　　） ～　　　　　　　　年　　　　月　　　　日（　　　） 迄

V.I.P　

事務局記入欄

出願可 出願不可

受理日 　　　　　　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日　（　　　　）

商標登録日 　　　　　　　　　　　　 　年　　　　　　　月　　　　　　　日　（　　　　）

提出日：　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日（　　　）


